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「特定個人情報保護評価」と意見募集とは？ 

 共通番号制度に基本的人権侵害や財産的被害の危険があることを国も認め、事前に利用事

務のリスクを分析し積極的に対策を講じ、番号制度への懸念を払拭し国民住民の信頼を得る

目的で新たに実施される制度。対象30万人以上の事務では「評価書」への意見聴取と第三者

機関による点検が義務づけられている。世田谷区は国の指針では３０日以上の意見募集期間

を３週間に短縮していたが、私たちの申入れにより延長した。意見送付は氏名・住所を記載

して〒154－8504世田谷区世田谷4－21－27世田谷区地域行政部共通番号制度準備担当課へ。

※特定個人情報保護評価やマイナンバー制度の問題点は次のサイトを参照してくだ

 さい。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/action/2014/11-10/ 


